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平成３０年度第１７回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３０年１２月４日 

                    担当部・課：総務部秘書広報課〔内線４０２５〕 

① 件  名 

平成３０年度市民意識調査の結果について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景及び目的】 

本調査は、広聴事業として実施しており、市の施策の特定事項について市民の関心、意向、要望等

を調査し、市民の意見を市政に反映させるもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】  

 石巻市市民意識調査実施要綱（平成１７年石巻市告示第２号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕又は〔個別計画との整合性〕】 

第１章  ともに創る協働のまち 

 第２節 市民のまちづくりに対する関心を高める 

    ２ 市民参加を促進する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成３０年 ４月～ ７月 調査項目の照会、決定、調査票作成、調査対象者抽出 

７月 調査票発送（郵送）、調査開始（回答期限：８月１５日）      

８月～１０月 回答データの集計、分析 

１０月～１１月 分析結果の取りまとめ、報告書作成 

⑤ 主な内容 

 調査対象者・調査内容等 

  １ 調査対象者数：２，７００人（市内に居住する満１８歳以上の男女から無作為抽出） 

           ※前回（平成２８年度）調査から調査対象年齢を満１８歳以上に引下げ 

  ２ 調査期間：平成３０年７月２５日～平成３０年８月１５日 

３ 調査項目：(1) 東日本大震災に伴う復旧・復興事業について 

(2) 男女共同参画社会について 

(3) バス交通等の利用について 

(4) ご当地ナンバープレート導入について 

(5) 環境について  

（6）地域福祉について  

（7）人生の最終段階における医療や介護 

(8) 広報事業について 

４ 回収数（回収率）：１，００４件（３７．２％） 

５ 調査結果：別添「平成３０年度石巻市市民意識調査 集計結果報告書」のとおり 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

  市民の意識や満足度を定期的に把握することにより、効率的、効果的な施策展開が図られる。また、 

各種計画、新規事業等の立案に市民の意見、要望、提案等を有効に活用することができる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

  他自治体においても、定期的（毎年、隔年等）又は随時（各種計画策定時等）に実施している。 
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⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

  平成３０年１２月 集計結果報告書を石巻市議会、石巻記者クラブ、国会図書館等へ送付する他、

情報公開コーナーに設置するとともにホームページに掲載する。 

⑨ その他 

 

 


